
共
同
抵
当
権
の

三
つ
の
ル
ー
ル

、
そ
の
相
互
関
係
の
解
明

│
│
民
法
三
九
二
条
論
│
│

斎

藤

和

夫

一

民
法
三
九
二
条
の

三
つ
の
ル
ー
ル

0

三
つ
の
ル
ー
ル

1

民
法
三
九
二
条
Ⅰ
項
の
ル
ー
ル
内
容
（
↓

同
時
配
当

手
続
に

お
け
る
共
同
抵
当
権
者
の
、
各
不
動
産
か
ら
の
按
分
負
担
額
に
応

じ
て
の
、
優
先
弁
済
受
領
権
能
）

2

民
法
三
九
二
条
Ⅱ
項
前
段
の
ル
ー
ル
内
容
（
↓

異
時
配
当

手

続
に
お
け
る
、
共
同
抵
当
権
者
の
競
売
不
動
産
か
ら
の
、
そ
の
不

動
産
の
按
分
負
担
額
と
は
無
関
係
に
、
被
担
保
債
権
全
額
の
優
先

弁
済
受
領
権
能
）

3

民
法
三
九
二
条
Ⅱ
項
後
段
の
ル
ー
ル
内
容
（
↓
次
順
位
抵
当
権
者

B
の
、
按
分
負
担
額
限
度
で
の
、

非
競
売

不
動
産
上
の

A
の

抵
当
権
に
つ
い
て
、
そ
の
代
位
行
使
権
限
）

4

小

括

二

三
つ
の
ル
ー
ル

の
相
互
関
係

0

序

1

Ⅰ
項
ル
ー
ル
（
↓

同
時
配
当

ル
ー
ル
）

2

Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
（
↓

異
時
配
当

ル
ー
ル
）

3

Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル
（
↓

異
時
配
当

後
の
次
順
位
抵
当
権
者
の

代
位
権
行
使
権
能
ル
ー
ル
）

三

結
論
総
括
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一

民
法
三
九
二
条
の

三
つ
の
ル
ー
ル

0

三
つ
の
ル
ー
ル

本
稿
の
課
題

α

民
法
三
九
二
条
で
は
、

三
つ
の
ル
ー
ル

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
Ⅰ
項
の
ル
ー
ル
、
Ⅱ
項
前
段
の
ル
ー
ル
、
Ⅱ
項
後
段
の

ル
ー
ル
、
の
三
つ
で
あ
る
。

β

で
は
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

三
つ
の
ル
ー
ル

は
ど
の
よ
う
な
相
互
関

係
に
あ
る
の
か
。

γ

こ
れ
が
本
稿
の
解
明
の
課
題
で
あ
る
。

論
述
の
進
行
と
し
て
、

α

ま
ず
、
そ
の
各
ル
ー
ル
の

意
味
内
容

を
、
私
見
の
基
本
的
立
場
か
ら
、
ル
ー
ル
別
に
、
明
ら
か
に
す
る
（
↓
本
稿
一
）。

β

次
い
で
、
解
明
さ
れ
た

ル
ー
ル
別
内
容

を
踏
ま
え
て
、

三
つ
の
ル
ー
ル

の
相
互
関
係
如
何
を
解
明
す
る
（
↓
本
稿

二
）。
そ
の
際
、
各
ル
ー
ル
の

理
論
的
位
置
付
け

に
注
目
し
、
こ
れ
を
小
括
す
る
（
↓
本
稿
二
1
⑸
・
2
⑶
・
3
⑸
）。

γ

最
後
に
、
結
論
を
総
括
す
る
（
↓
本
稿
三
）。

│
│
（
＊
）

民
法
三
九
二
条

Ⅰ
項

債
権
者
が
同
一
の
債
権
の
担
保
と
し
て
数
個
の
不
動
産
に
つ
き
抵
当
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
そ
の
代
価
を
配
当

す
べ
き
と
き
は
、
そ
の
各
不
動
産
の
価
額
に
応
じ
て
、
そ
の
債
権
の
負
担
を
按
分
す
る
。
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Ⅱ
項

債
権
者
が
同
一
の
債
権
の
担
保
と
し
て
数
個
の
不
動
産
に
つ
き
抵
当
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
る
不
動
産
の
代
価
の
み

を
配
当
す
べ
き
と
き
は
、
抵
当
権
者
は
、
そ
の
代
価
か
ら
債
権
の
全
部
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
順

位
の
抵
当
権
者
は
、
そ
の
弁
済
を
受
け
る
抵
当
権
者
が
前
項
の
規
定
に
従
い
他
の
不
動
産
の
代
価
か
ら
弁
済
を
受
け
る
べ
き
金
額
を
限
度

と
し
て
、
そ
の
抵
当
権
者
に
代
位
し
て
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

│
│
（
＊
＊
）

既
公
表
の
拙
稿
研
究

既
に

共
同
抵
当
権
論

（
民
法
三
九
二
条
論
）
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
稿
を
公
表
し
て
き
て
い
る
。

①
拙
稿
・

共
同
抵
当
権
に
お
け
る
代
位
（
1
）（
2
）（
3
完
）
│
│
後
順
位
抵
当
権
者
と
物
上
保
証
人
の
優
劣
関
係
、
そ
の
類
型
的

検
討
│
│

・
慶
應
法
研
57
／
9
・
10
・
11
／
・（

S59
／
9
・
10
・
11
）（
一
九
八
四
年
九
月
・
一
〇
月
・
一
一
月
）（
↓
類
型
化
に
基
づ

く

総
合
的
判
例
研
究

を
含
む
）（
↓
本
稿
で
は
、

拙
稿
研
究
（
1
）（
2
）（
3
完
）

一
九
八
四
年
と
し
て
引
用
す
る
）（
↓
な
お
、

拙
稿
研
究

は
二
部
構
成
で
あ
り
、

拙
稿
研
究
（
1
）

は
各
ル
ー
ル
の
適
用
要
件
論
解
明
を
目
的
と
し
た
理
論
的
考
察
で
あ
り
、

拙

稿
研
究
（
2
）（
3
完
）

は
、
そ
れ
ま
で
の
判
例
事
例
を
網
羅
し
な
が
ら
、
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
想
定
事
例
を
加
え
て
、
事
例
類
型
化

を
お
こ
な
い
、
そ
の
類
型
的
考
察
を
統
一
的
・
体
系
的
に
試
み
た
も
の
で
あ
る
）。

②
拙
稿
・
判
例
研
究
（
最
判

S60
／
5
／
23
）・
判
時
1
1
5
8
／
一
九
二
頁
・
一
九
八
九
年

本
稿
は
、
従
前
の
拙
稿
研
究
の
論
述
範
囲
（
↓

拙
稿
研
究
（
1
）（
2
）（
3
完
）

は
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、

後
順
位
抵
当
権
者
の
代
位
権

（
民
法
三
九
二
条
）
と

物
上
保
証
人
の
代
位
権

（
民
法
五
〇
〇
条
│
五
〇
一
条
）
の
競
合

問
題
を
ト
ー
タ
ル
に
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
分
析
に
際
し
て
の
前
提
と
し
て
、
三
九
二
条
の

三
つ
の
ル
ー
ル

の
相
互
関
係
如
何

に
つ
き
、
私
見
の
基
本
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
）
中
で
の
、
三
九
二
条
の

三
つ
の
ル
ー
ル

の
相
互
関
係
如
何
の
論
点
に
焦
点

を
絞
っ
て
、
そ
の
さ
ら
な
る
分
析
と
私
見
総
括
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

①
拙
稿
（

共
同
抵
当
権
に
お
け
る
代
位
（
1
）（
2
）（
3
完
）

論
文
）
で
は
、
拙
稿
以
前
の

邦
語
文
献

を
ほ
ぼ
洩
れ
な
く

引
用
し
、

文
献
リ
ス
ト

（
↓
拙
稿
研
究
（
1
）
法
研
57
／
9
／
九
五
│
九
七
参
照
）
と
し
て
ま
と
め
て
掲
記
し
て
い
る
し
、
①
拙
稿
公

表
以
降
、
拙
稿
論
旨
（
↓
公
表
段
階
で
は
、
通
説
的
見
解
に
か
な
り
の
異
論
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
通
説
化
し
た
）

（
↓
拙
稿
研
究
（
3
）
法
研
57
／
11
／
一
〇
四
│
一
〇
七
参
照
）
に
対
す
る
正
面
か
ら
の
批
判
研
究
も
存
在
せ
ず
、
体
系
書
・
教
科
書
等

の
多
く
は
基
本
的
に
は
拙
稿
論
旨
を
踏
襲
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

文
献
詳
細

に
つ
い
て
は
、
従
前
の

拙
稿
研
究
（
1
）
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を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
拙
稿
公
表
以
後
の
文
献
と
し
て
は
、
金
融
実
務
家
・
佐
久
間
弘
道
・
共
同
抵
当
権
論
（

金
法

連
載
↓
単
行
著
作
）
が
、
詳

細
で
あ
る
。

1

民
法
三
九
二
条
Ⅰ
項
の
ル
ー
ル
内
容
（
↓

同
時
配
当

手
続
に
お
け
る
共
同
抵
当
権
者
の
、
各
不
動
産
か
ら
の
按
分
負
担

額
に
応
じ
て
の
、
優
先
弁
済
受
領
権
能
）

⑴

同
時
配
当

手
続
の
配
当
ル
ー
ル
（
↓
被
担
保
債
権
額
の
各
不
動
産
上
へ
の
按
分
負
担
）

民
法
三
九
二
条
Ⅰ
項
は
、

債
権
者
が
同
一
の
債
権
の
担
保
と
し
て
数
個
の
不
動
産
に
つ
き
抵
当
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い

て
、
同
時
に
そ
の
代
価
を
配
当
す
べ
き
と
き
は
、
そ
の
各
不
動
産
の
価
額
に
応
じ
て
、
そ
の
債
権
の
負
担
を
按
分
す
る

、
と
定
め

て
い
る
。こ

れ
は
、
共
同
抵
当
権
の

同
時
配
当

手
続
に
お
け
る

被
担
保
債
権
額
の
各
不
動
産
上
へ
の
按
分
負
担

を
定
め
た
も

の
で
あ
る
、
と
理
解
で
き
る
。

⑵

共
同
抵
当
権
者

A
の

法
的
地
位
／
権
限

如
何
（
↓

Aの
各
不
動
産
か
ら
の
按
分
負
担
額
に
応
じ
た
優
先
弁
済
受
領
権
能
）

で
は
、
こ
の
Ⅰ
項
ル
ー
ル
は
、
共
同
抵
当
権
者

A
の

法
的
地
位
／
権
限

如
何
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味

内
容
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
か
。

ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、
本
条
Ⅰ
項
ル
ー
ル
の
登
場
主
体
は
共
同
抵
当
権
者

A
の
み
で
あ
り
、
こ
の

A
の
法
的
地
位
／
権

限

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
そ
の
意
味
内
容
は
、
共
同
抵
当
権
と
は
、
複
数
の
不
動
産
（
↓
た
と
え
ば
、
甲
不
動
産
と
乙
不
動
産
）
を
担
保
対
象

と
し
て
設
定
／
成
立
し
た
抵
当
権
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
共
同
抵
当
権
の
場
合
、
そ
の
実
行
に
お
い
て
、
同
時
に
甲
不
動
産
と
乙

不
動
産
の
代
価
を
配
当
す
べ
き
と
き
は
、
そ
の
甲
不
動
産
の
価
額
と
乙
不
動
産
の
価
額
に
応
じ
て
、
被
担
保
債
権
の
負
担
を
按
分
し
、

共
同
抵
当
権
者

A
は
各
不
動
産
か
ら
按
分
負
担
額
に
応
じ
た
優
先
弁
済
受
領
権
能
を
有
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

⑶

具
体
例

た
と
え
ば
、
共
同
抵
当
権
者

A
、
そ
の
被
担
保
債
権
額
三
億
円
、
甲
不
動
産
の
価
額
三
億
円
相
当
、
乙
不
動
産
の
価
額
二
億

円
相
当
、
と
い
う
事
例
を
想
定
し
、
甲
乙
両
不
動
産
共
に
債
務
者

S
所
有
で
あ
り
、
共
に
そ
の
価
額
で
競
売
売
却
さ
れ
た
、
と
す
る
。

こ
の
場
合
、

A
の
被
担
保
債
権
額
三
億
円
は
、
甲
不
動
産
の
価
額
と
乙
不
動
産
の
価
額
の

割
合
比

、
す
な
わ
ち

三
対

二

で
按
分
（
↓
甲
不
動
産
は
一
億
八
〇
〇
〇
万
円
の
按
分
負
担
、
乙
不
動
産
は
一
億
二
〇
〇
〇
万
円
の
按
分
負
担
）
さ
れ
る
の
で
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
共
同
抵
当
権
者

A
は
、
甲
不
動
産
売
却
代
金
三
億
円
か
ら
一
億
八
〇
〇
〇
万
円
の
配
当
を
、
乙
不
動
産
売
却
代
金
二
億

円
か
ら
一
億
二
〇
〇
〇
万
円
の
配
当
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受
領
で
き
る
（
↓

Aは
計
三
億
円
の
全
額
弁
済
を
受
け
、
残
債
権
は
ゼ
ロ
と
な
り
、

Aの
共
同
抵
当
権
は
消
滅
す
る
）
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
甲
不
動
産
売
却
代
金
の
残
余
金
一
億
二
〇
〇
〇
万
円
、
乙
不
動
産
売
却
代
金
の
残
余
金
八
〇
〇
〇
万
円
、
計
二
億
円

は
、
甲
乙
両
不
動
産
の
所
有
者

S
に
返
還
さ
れ
、

S
に
は
も
は
や
残
債
務
は
な
い
。

│
│
（
＊
）

拙
稿
研
究
（
1
）
法
研
57
／
9
／
七
〇
│
七
三
参
照

2

民
法
三
九
二
条
Ⅱ
項
前
段
の
ル
ー
ル
内
容
（
↓

異
時
配
当

手
続
に
お
け
る
、
共
同
抵
当
権
者
の
競
売
不
動
産
か
ら
の
、

そ
の
不
動
産
の
按
分
負
担
額
と
は
無
関
係
に
、
被
担
保
債
権
全
額
の
優
先
弁
済
受
領
権
能
）
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⑴

異
時
配
当

手
続
の
配
当
ル
ー
ル
、
そ
の
一
（
↓
被
担
保
債
権
額
の
異
時
競
売
不
動
産
上
へ
の
全
額
負
担
）

民
法
三
九
二
条
Ⅱ
項
前
段
は
、

債
権
者
が
同
一
の
債
権
の
担
保
と
し
て
数
個
の
不
動
産
に
つ
き
抵
当
権
を
有
す
る
場
合
に

お
い
て
、
あ
る
不
動
産
の
代
価
の
み
を
配
当
す
べ
き
と
き
は
、
抵
当
権
者
は
、
そ
の
代
価
か
ら
債
権
の
全
部
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る

、
と
定
め
て
い
る
。

こ
れ
は
、
共
同
抵
当
権
の

異
時
配
当

手
続
に
お
け
る

被
担
保
債
権
額
の
異
時
競
売
不
動
産
上
へ
の
全
額
負
担

を
定

め
た
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
で
き
る
。

⑵

共
同
抵
当
権
者

A
の

法
的
地
位
／
権
限

如
何
（
↓
異
時
競
売
不
動
産
の
代
価
か
ら
の
、
そ
の
不
動
産
の
按
分
負
担
額
と
は
無

関
係
に
、
被
担
保
債
権
全
部
の
優
先
弁
済
受
領
権
限
）

こ
の
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
は
、
共
同
抵
当
権
者

A
の

法
的
地
位
／
権
限

如
何
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
内

容
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
か
。

ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、
本
条
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
の
登
場
主
体
は
共
同
抵
当
権
者

A
の
み
で
あ
り
、
こ
の

A
の
法
的
地
位
／

権
限

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
意
味
内
容
は
、
甲
乙
両
不
動
産
を
目
的
物
と
す
る
共
同
抵
当
権
の
場
合
、
そ
の
実
行
に
お
い
て
、
甲
不
動
産
と
乙
不
動

産
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
の
代
価
を
配
当
す
べ
き
と
き
は
、
そ
の
異
時
競
売
不
動
産
の
代
価
か
ら
、
そ
の
不
動
産
の
按
分
負
担
額
と

は
無
関
係
に
、
被
担
保
債
権
の
全
部
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑶

具
体
例
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た
と
え
ば
、
右
述
の
例
で
、
共
同
抵
当
権
者

A
、
そ
の
被
担
保
債
権
額
三
億
円
、
甲
不
動
産
の
価
額
三
億
円
相
当
、
乙
不
動

産
の
価
額
二
億
円
相
当
、
と
い
う
事
例
を
想
定
し
、
甲
乙
両
不
動
産
共
に
債
務
者

S
所
有
で
あ
る
と
こ
ろ
、
甲
不
動
産
の
み
が
そ
の

価
額
で
競
売
売
却
さ
れ
た
、
と
す
る
。

こ
の
場
合
、

A
の
被
担
保
債
権
額
三
億
円
は
異
時
競
売
さ
れ
た
甲
不
動
産
上
に
全
額
負
担
さ
れ
る
の
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

共
同
抵
当
権
者

A
は
、
甲
不
動
産
売
却
代
金
三
億
円
か
ら
債
権
全
額
三
億
円
の
配
当
を
、
受
領
で
き
る
（
↓

Aは
計
三
億
円
の
全
額

弁
済
を
受
け
、
残
債
権
は
ゼ
ロ
と
な
り
、

Aの
共
同
抵
当
権
は
消
滅
す
る
）
こ
と
に
な
る
。

競
売
さ
れ
な
か
っ
た
乙
不
動
産
上
に
お
い
て
も

A
の
共
同
抵
当
権
は
消
滅
し
、
乙
不
動
産
は
抵
当
権
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
、

無
負
担
の
も
の
と
な
る
。

│
│
（
＊
＊
）

拙
稿
研
究
（
1
）
法
研
57
／
9
／
七
三
│
七
四
参
照

3

民
法
三
九
二
条
Ⅱ
項
後
段
の
ル
ー
ル
内
容
（
↓
次
順
位
抵
当
権
者

B
の
、
按
分
負
担
額
限
度
で
の
、

非
競
売

不
動
産
上

の

A
の
抵
当
権
に
つ
い
て
、
そ
の
代
位
行
使
権
限
）

⑴

異
時
配
当

手
続
の
配
当
ル
ー
ル
、
そ
の
二
（
↓
次
順
位
抵
当
権
者

Bの
、
按
分
負
担
額
限
度
で
の
、

非
競
売

不
動
産
上
の

Aの
抵
当
権
に
つ
い
て
、
そ
の
代
位
行
使
権
限
）

民
法
三
九
二
条
Ⅱ
項
後
段
は
、

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
順
位
の
抵
当
権
者
は
、
そ
の
弁
済
を
受
け
る
抵
当
権
者
が
前
項

の
規
定
に
従
い
他
の
不
動
産
の
代
価
か
ら
弁
済
を
受
け
る
べ
き
金
額
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
抵
当
権
者
に
代
位
し
て
抵
当
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る

、
と
定
め
て
い
る
。

こ
れ
は
、
共
同
抵
当
権
の

異
時
配
当

手
続
の
場
合
に
お
い
て
、
一
定
限
度
で
の
（
↓
先
順
位
共
同
抵
当
権
者

Aが
仮
に
同
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時
配
当
手
続
で
あ
れ
ば
受
け
得
た
按
分
負
担
額
、
そ
れ
を
限
度
と
し
た
）、

次
順
位
抵
当
権
者

B
に
よ
る
、
先
順
位
共
同
抵
当
権
者

A
の

非
競
売
不
動
産
上
へ
の
抵
当
権
に
つ
い
て
の
、
代
位
行
使
権
限

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
で
き
る
。

⑵

次
順
位
抵
当
権
者

B
の

法
的
地
位
／
権
限

如
何
（
↓

Bの
、
按
分
負
担
額
限
度
で
の
、

非
競
売

不
動
産
上
の

Aの
抵
当

権
に
つ
い
て
、
そ
の
代
位
行
使
権
限
）

で
は
、
こ
の
Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル
は
、
異
時
競
売
不
動
産
上
の
次
順
位
抵
当
権
者

B
の

法
的
地
位
／
権
限

如
何
と
い
う
視

点
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
か
。

ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、
右
述
の
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
の
登
場
主
体
が
共
同
抵
当
権
者

A
で
あ
り
、
こ
の

A
の
法
的
地
位
／
権

限

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
受
け
て
、
Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル
は
、
共
同
抵
当
権
者

A
に
加
え
て
、
異
時
競
売
不
動
産

上
の
次
順
位
抵
当
権
者

B
も
、
登
場
し
て
い
る
場
合
の
、
ル
ー
ル
で
あ
り
、
こ
の

B
の
法
的
地
位
／
権
限

を
定
め
た
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
意
味
内
容
は
、
甲
乙
両
不
動
産
を
目
的
物
と
す
る
共
同
抵
当
権
の
場
合
、
そ
の
実
行
に
お
い
て
、
甲
不
動
産
の
一
方
の

み
の
代
価
を
配
当
す
べ
き
と
き
に
、
先
順
位
共
同
抵
当
権
者

A
は
そ
の

異
時
競
売

甲
不
動
産
の
代
価
か
ら
債
権
の
全
部
の
弁
済

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
、

異
時
競
売

甲
不
動
産
上
の
次
順
位
抵
当
権
者

B
は
、
按
分
負
担
額
（
↓
非
競
売
乙
不

動
産
は
一
億
二
〇
〇
〇
万
円
の
按
分
負
担
額
）
限
度
で
、

非
競
売

乙
不
動
産
上
の

A
の
抵
当
権
に
つ
い
て
、
そ
の
代
位
行
使
権
限

を
有
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

⑶

具
体
例

競
売
不
動
産
上
の
後
順
位
抵
当
権
者

B
の
存
在
事
例
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た
と
え
ば
、
右
述
と
同
様
例
（
↓
先
順
位
共
同
抵
当
権
者

A、
そ
の
被
担
保
債
権
額
三
億
円
、
甲
不
動
産
の
価
額
三
億
円
相
当
、
乙
不
動

産
の
価
額
二
億
円
相
当
、
甲
乙
両
不
動
産
共
に
債
務
者

S所
有
）
で
、
さ
ら
に
甲
不
動
産
上
に
後
順
位
抵
当
権
者

B
が
存
在
し
、
そ
の

被
担
保
債
権
額
一
億
円
で
あ
り
、
甲
不
動
産
の
み
が
そ
の
価
額
で
競
売
売
却
さ
れ
た
、
と
い
う
事
例
（
↓
競
売
不
動
産
上
の
後
順
位
抵

当
権
者

Bの
存
在
事
例
）
を
想
定
す
る
。

先
順
位
共
同
抵
当
権
者

A
の
全
額
優
先
弁
済
受
領

こ
の
場
合
、
後
順
位
抵
当
権
者

B
が
存
在
し
て
い
て
も
、
先
順
位
共
同
抵
当
権
者

A
の
法
的
地
位
（
権
限
）
は
、
そ
の
先
順
位
な

る
が
故
に
、
い
さ
さ
か
も
変
化
は
な
い
か
ら
、
右
述
の
よ
う
に
、

A
は
競
売
さ
れ
た
甲
不
動
産
の
売
却
代
金
三
億
円
か
ら
債
権
全
額

三
億
円
の
配
当
を
受
領
し
、
そ
の
結
果
、
競
売
甲
不
動
産
上
で
共
同
抵
当
権
は
消
滅
し
、
そ
れ
は
競
売
さ
れ
な
か
っ
た
乙
不
動
産
上

に
お
い
て
も
同
様
に
、
共
同
抵
当
権
は
消
滅
す
る
。

B
の
利
益

は
保
護
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問

α

で
は
、
競
売
さ
れ
た
甲
不
動
産
上
の
後
順
位
抵
当
権
者

B
の
立
場
は
ど
う
な
る
の
か
。
甲
不
動
産
競
売
に
よ
り
、

B
に
は
も

は
や
何
も
配
当
さ
れ
る
も
の
（
原
資
）
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

B
の
本
来
の
利
益
（
↓
同
時
配
当

で
あ
れ
ば
、
共
同
抵
当
権
者

Aは
、
甲
不
動
産
売
却
代
金
三
億
円
か
ら
一
億
八
〇
〇
〇
万
円
の
配
当
を
受
領
し
、
そ
の
残
余
は
本
来

Bへ
の
配

当
原
資
と
な
る
も
の
で
あ
る
）
は
何
も
護
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

β

換
言
す
れ
ば
、

B
は
、
自
ら
は
甲
不
動
産
上
の
後
順
位
抵
当
権
者
と
し
て
、
先
順
位
共
同
抵
当
権
者

A
の
担
保
価
値
把
握

（
甲
不
動
産
価
値
の
把
握
）
に
引
き
続
い
て
、
そ
の
甲
不
動
産
価
値
の

剰
余
（
残
余
）
価
値
部
分

を
担
保
価
値
把
握
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
甲
不
動
産
競
売
に
よ
り
、
そ
の
売
却
代
金
三
億
円
は
す
べ
て
先
順
位
共
同
抵
当
権
者

A
に
配
当
さ
れ
て
し
ま
い
、

B
に
は
何
も
配
当
さ
れ
る
べ
き
原
資
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
か
ら
で
あ
る
。

B
の
利
益

保
護
の
手
段
（
↓

非
競
売

不
動
産
上
の

Aの
抵
当
権
に
つ
い
て
の
、

Bの
代
位
行
使
権
限
）
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そ
こ
で
、
民
法
三
九
二
条
Ⅱ
項
後
段
の
ル
ー
ル
の
登
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
競
売
甲
不
動
産
上
の
後
順
位
抵
当
権
者

B
の
利
益
保

護
の
た
め
に
、

B
は
、
競
売
さ
れ
な
か
っ
た
乙
不
動
産
上
の

A
の
抵
当
権
を
代
位
行
使
し
て
、
非
競
売
乙
不
動
産
の
一
億
二
〇
〇
〇

万
円
の
按
分
負
担
額
を
限
度
と
し
て
、
乙
不
動
産
の
競
売
売
却
代
金
二
億
円
か
ら
そ
の
自
己
の
債
権
額
（
↓
一
億
円
）
を
確
保
で
き

る
、
と
い
う
ル
ー
ル
で
あ
り
、
競
売
甲
不
動
産
上
の
後
順
位
抵
当
権
者

B
の
利
益

保
護
の
手
段
で
あ
る
。

│
│
（
＊
＊
＊
）

拙
稿
研
究
（
1
）
法
研
57
／
9
／
七
四
│
七
九
参
照
。

4

小

括

⑴

民
法
三
九
二
条
Ⅰ
項
ル
ー
ル
（
↓

同
時
配
当

手
続
に
お
け
る
共
同
抵
当
権
者

Aの
配
当
受
領
権
能
）

共
同
抵
当
権
者

A
の
法
的
権
能

の
視
点
か
ら

民
法
三
九
二
条
Ⅰ
項
ル
ー
ル
は
、

同
時
配
当

手
続
に
お
い
て
、
共
同
抵
当
権
者

A
は
、
甲
乙
各
不
動
産
の

按
分
負
担
額

に
応
じ
た
優
先
弁
済
受
領
権
能
を
有
す
る
旨
、
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

共
同
抵
当
権
の
目
的
不
動
産

の
視
点
か
ら

な
お
、
こ
の
ル
ー
ル
を
共
同
抵
当
権
の
目
的
た
る

甲
乙
両
不
動
産

の
視
点
か
ら
表
現
す
れ
ば
、

同
時
配
当

手
続
に
お
い

て
、
共
同
抵
当
権
の
目
的
た
る
甲
乙
両
不
動
産
は
、
共
同
抵
当
権
者

A
の
被
担
保
債
権
額
を
、
そ
の
各
不
動
産
の
競
売
売
却
価
額
に

応
じ
て
、

按
分
負
担

し
て
、
配
当
原
資
と
し
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑵

同
条
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
（
↓

異
時
配
当

手
続
に
お
け
る
共
同
抵
当
権
者

Aの
配
当
受
領
権
能
）

共
同
抵
当
権
者

A
の
法
的
権
能

の
視
点
か
ら

同
条
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
は
、

異
時
配
当

手
続
に
お
い
て
、
共
同
抵
当
権
者

A
は
、
競
売
甲
不
動
産
か
ら
、
甲
不
動
産
の
本
来
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按
分
負
担
額

と
は
無
関
係
に
、
被
担
保
債
権
全
額
の
優
先
弁
済
受
領
権
能
を
有
す
る
旨
、
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

共
同
抵
当
権
の
目
的
不
動
産

の
視
点
か
ら

な
お
、
こ
の
ル
ー
ル
を
共
同
抵
当
権
の
目
的
た
る

甲
乙
両
不
動
産

の
視
点
か
ら
表
現
す
れ
ば
、

異
時
配
当

手
続
に
お
い

て
、
競
売
甲
不
動
産
は
、
甲
不
動
産
の
本
来

按
分
負
担
額

と
は
無
関
係
に
、
そ
の
競
売
売
却
価
額
全
額
を
被
担
保
債
権
全
額
の

た
め
に
配
当
原
資
と
し
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑶

同
条
Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル
（
↓

異
時
配
当

手
続
に
お
い
て
共
同
抵
当
権
者

Aが
配
当
受
領
し
た
場
合
に
お
け
る
、
競
売
甲
不
動
産

上
の
次
順
位
抵
当
権
者

Bの
、

非
競
売

乙
不
動
産
上
の

Aの
抵
当
権
に
つ
い
て
、
そ
の
代
位
行
使
権
能
）

次
順
位
抵
当
権
者

B
の
法
的
権
能

の
視
点
か
ら

同
条
Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル
は
、
そ
の
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
（
共
同
抵
当
権
者
が
競
売
甲
不
動
産
か
ら
、
甲
不
動
産
の
本
来

按
分
負
担
額

と
は
無
関
係
に
、
被
担
保
債
権
全
額
の
優
先
弁
済
受
領
し
た
場
合
）
を
受
け
て
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
競
売
甲
不
動
産
上
の
次
順
位
抵

当
権
者

B
は
、

非
競
売

乙
不
動
産
上
の

A
の
抵
当
権
に
つ
い
て
、

非
競
売

乙
不
動
産
の
本
来

按
分
負
担
額

限
度
で
、
代

位
行
使
権
能
を
有
す
る
旨
、
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

共
同
抵
当
権
の
目
的
不
動
産

の
視
点
か
ら

な
お
、
こ
の
ル
ー
ル
を
共
同
抵
当
権
の
目
的
た
る

甲
乙
両
不
動
産

の
視
点
か
ら
表
現
す
れ
ば
、
そ
の
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
（
競

売
甲
不
動
産
が
、
甲
不
動
産
の
本
来

按
分
負
担
額

と
は
無
関
係
に
、
そ
の
競
売
売
却
価
額
全
額
を
被
担
保
債
権
弁
済
の
た
め
に
配
当
原
資

と
し
て
提
供
し
た
場
合
）
を
受
け
て
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

非
競
売

乙
不
動
産
は
、
競
売
甲
不
動
産
上
の
次
順
位
抵
当
権
者

B

の
債
権
の
た
め
に
、
乙
不
動
産
の
本
来

按
分
負
担
額

限
度
で
、
そ
の
競
売
売
却
価
額
か
ら
配
当
原
資
と
し
て
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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二

三
つ
の
ル
ー
ル

の
相
互
関
係

ル
ー
ル
の
本
筋
は

A
と

B

の
利
益
調
整
規
定
で
あ
り
、

B
C

間
調
整
・
衡
平

は
条
文
文
言

読
み
取
り
（
読
解
）

の
結

果
で
あ
る
。

0

序右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
三
九
二
条
に
は
、

Ⅰ
項
ル
ー
ル
、
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
、
Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル

と
い
う
、

三
つ

の
ル
ー
ル

が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
ル
ー
ル
内
容
を
個
別
的
に
明
ら
か
に
し
た
。

で
は
、
こ
れ
ら
の

三
つ
の
ル
ー
ル

は
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
に
あ
る
の
か
。
共
同
抵
当
権
が
こ
れ
ら
の

三
つ
の
ル
ー

ル

の
総
体
で
あ
り
、
共
同
抵
当
権
の

法
構
造

の
解
明
の
た
め
に
は
、
そ
の
各
ル
ー
ル
内
容
の
解
明
の
み
な
ら
ず
、

三
つ
の

ル
ー
ル

の
相
互
関
係
の
解
明
も
ま
た
、
必
須
の
も
の
と
な
る
、
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
後
者
の

三
つ
の
ル
ー
ル

の
相
互
関

係
如
何
の
問
題
は
、
共
同
抵
当
権
の

法
構
造

が
三
ル
ー
ル
の

ト
リ
ア
ー
デ
構
造

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
共
同
抵
当
権
の

法

構
造

の
解
明
に
と
っ
て
の
、
ま
さ
し
く
枢
要
キ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
き
、
三
九
二
条
は
、
別
段
、
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
日
本
民
法
上
、
共
同
抵
当
権
規
定
は
、

本
条
規
定
を
含
め
て
、
僅
か

二
カ
条

（
三
九
二
条
・
三
九
三
条
）
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
三
九
三
条
は
単
な
る
登
記
手
続
規
定
に

す
ぎ
な
い
。
条
文
規
定
上
の
手
掛
か
り
は
、
ほ
と
ん
ど
、
何
も
な
い
、
の
で
あ
る
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
三
九
二
条
の

Ⅰ
項
ル
ー
ル
、
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
、
Ⅱ
項
後
段
ル
ー

ル

、
こ
れ
を
基
本
前
提
と
し
て
、
そ
の

理
論
的
帰
結

を
探
求
（
条
文
解
読
）
す
る
、
こ
の

方
法
ア
プ
ロ
ー
チ

が
極
め
て
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肝
要
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
従
前
の
拙
稿
研
究
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
法
上
の
理
解
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
あ
る
べ
き

共
同
抵
当
権
の
法
構
造

を
基
軸
と
し
て
、
そ
の

理
論
的
分
析
（
考
察
）

が
必
須
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

1

Ⅰ
項
ル
ー
ル
（
↓

同
時
配
当

ル
ー
ル
）

既
述
の
よ
う
に
、
Ⅰ
項
ル
ー
ル
は
、

同
時
配
当

手
続
に
お
け
る
共
同
抵
当
権
者

A
の
各
不
動
産
か
ら
の

按
分
負
担
額

相

当
の
競
売
売
却
代
金
の
優
先
的
配
当
受
領
権
能
を
、
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

⑴

同
時
配
当

手
続
と
は
（
↓

同
時
競
売
申
立
て

を
必
須
前
提
と
し
な
い
）

同
時
配
当

手
続
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
。

共
同
抵
当
権
の
目
的
不
動
産
の
全
部
に
つ
い
て
競
売
が
行
わ
れ
、
各
競
売
代
金
の
総
額
が
共
同
抵
当
権
者

A
を
は
じ
め
と
し

て
関
係
債
権
者
に
配
当
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
（
我
妻
四
三
四
頁
）。
必
ず
し
も
全
部
の
目
的
不
動
産
に
つ
き
同
時
に
競
売
申
立
て
が
な

さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
別
々
の
時
点
で
競
売
申
立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ
の
後
、
手
続
が
併
合
し
て
進
行
さ
せ
ら
れ
、
す
べ

て
の
目
的
不
動
産
の
競
売
代
金
が
同
時
に
配
当
さ
れ
る
場
合
も
、
こ
こ
で
の

同
時
配
当

手
続
に
該
当
す
る
（
我
妻
四
三
四
頁
）。

同
時
配
当

手
続
は
、
一
般
的
に
は
、

同
時
競
売
申
立
て

に
よ
り
生
じ
る
が
、
必
ず
し
も

同
時
競
売
申
立
て

あ
る

こ
と
に
限
定
さ
れ
ず
、
別
々
の
時
点
で
競
売
申
立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
手
続
併
合
に
よ
り
、

同
時
配
当

手
続
が
実
施
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑵

実
務
上
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
行
わ
れ
る
の
か
（
↓
稀
で
あ
る
）

同
時
配
当

手
続
は
、
実
務
上
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
行
わ
れ
る
の
か
。
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結
論
を
先
述
す
れ
ば
、

同
時
配
当

手
続
そ
れ
自
体
が
実
施
さ
れ
る
場
合
は
、
実
務
上
、
稀
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
Ⅰ

項
ル
ー
ル
が
現
実
に
適
用
さ
れ
る
場
合
も
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
え
る
。

そ
の
理
由
は
、
二
つ
あ
る
。

α

第
一
に
、
共
同
抵
当
権
者

A
は
、
そ
の
目
的
不
動
産
の

全
部

に
つ
い
て
競
売
申
立
て
を
す
る
こ
と
も
、
そ
の

一
部

（
目
的
不
動
産
の
一
個
又
は
数
個
）
に
つ
い
て
競
売
申
立
て
を
す
る
こ
と
も
、
そ
の
権
能
上
、
い
ず
れ
も
自
由
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

そ
の

一
部

に
つ
い
て
競
売
申
立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、

同
時
配
当

手
続
に
至
り
得
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
後
日
、
残
り
全
部
の
目
的
不
動
産
に
つ
い
て
競
売
申
立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
先
行
の
競
売
手
続
と
の
手
続
併
合

が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
や
は
り

同
時
配
当

手
続
に
至
り
得
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。

β

第
二
に
、
仮
に
同
時
競
売
が
申
立
て
ら
れ
た
場
合
に
も
、
こ
れ
ら
の
目
的
不
動
産
を

一
括
売
却

（
一
括
競
売
）
に
付
す

る
か
、
そ
れ
と
も

個
別
売
却

（
個
別
競
売
）
に
付
す
る
か
、
に
つ
い
て
は
、
た
と
え

一
括
売
却

の
諸
要
件
具
備
の
と
き
に

も
、
最
終
的
に
は
執
行
裁
判
所
の

裁
量

に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

一
括
売
却

（
一
括
競
売
）
に
付
せ
ら
れ
な
い
と

き
に
は
、

同
時
配
当

手
続
に
至
り
得
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

一
括
売
却

の
諸
要
件
の
ク
リ
ヤ
ー
の
た
め
に
は
、
実
務

上
、
様
々
な
ハ
ー
ド
ル
も
あ
り
、
煩
瑣
で
あ
る
。

し
か
も
、

一
括
売
却

（
一
括
競
売
）
に
付
せ
ら
れ
た
と
き
（
↓

一
括
売
却

の
諸
要
件
具
備
を
前
提
と
す
る
）
で
も
、
目
的
不
動

産
中
の
一
部
の
不
動
産
の
競
売
売
却
代
金
で
共
同
抵
当
権
者

A
の
債
権
が
充
足
す
る
と
き
に
は
、
民
執
法
七
三
条
の
明
文
規
定

（

超
過
売
却
禁
止

の
原
則
）
に
よ
り
、
そ
れ
以
上
の
売
却
は
ス
ト
ッ
プ
す
る
の
で
、
や
は
り

同
時
配
当

手
続
に
至
り
得
な
い
、

か
ら
で
あ
る
。

⑶

実
務
上
、
ど
の
よ
う
な
実
益
が
あ
る
の
か
（
↓
単
独
で
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
）（
↓
Ⅱ
項
前
段
／
後
段
ル
ー
ル
の
適
用
場
面
で
の
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副
次
的
・
補
助
的
ル
ー
ル

）

Ⅰ
項
ル
ー
ル
は
、
実
務
上
、
ど
の
よ
う
な
実
益
が
あ
る
の
か
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、

同
時
配
当

手
続
そ
れ
自
体
の
実
施
が
稀
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
Ⅰ
項
ル
ー
ル
（
↓

同
時
配
当

ル
ー
ル
）
適
用
の
場
面
も
稀
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
Ⅰ
項
ル
ー
ル
の
実
務
上
の
実
益
も
、
自
ず
と
消
極
的
判
断
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

端
的
に
、
実
益
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
え
る
。

で
は
、
Ⅰ
項
ル
ー
ル
は
、
実
務
上
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
、
と
単
純
に
片
付
け
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
。
否
、
で
あ
る
。

Ⅰ
項
ル
ー
ル
は
、
そ
れ
自
体
単
独
で
は
、
実
益
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
Ⅱ
項
前
段
／
後
段
ル
ー
ル
の
適
用
場
面
で
は
、
そ
の
予
備
前

提
（
↓
次
順
位
抵
当
権
者
の
代
位
権
行
使
の

範
囲
確
定
基
準

）
と
し
て
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

端
的
に
、
Ⅰ
項
ル
ー
ル
は
、
Ⅱ
項
前
段
／
後
段
ル
ー
ル
の
適
用
場
面
で
、
そ
の

副
次
的
・
補
助
的
ル
ー
ル

と
し
て
、
機

能
し
て
い
る
。

⑷

目
的
各
不
動
産
上
へ
の
被
担
保
債
権
額
の
価
格
比

按
分
負
担

責
任
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い

既
述
の
よ
う
に
、
Ⅰ
項
ル
ー
ル
は
、

同
時
配
当

手
続
に
お
け
る
共
同
抵
当
権
者

A
の
各
不
動
産
か
ら
の
按
分
負
担
額
相

当
の
競
売
売
却
代
金
の
優
先
的
配
当
受
領
権
能
を
、
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、

同
時
配
当

手
続
に
お
い
て
、
共
同
抵
当
権
の
目
的
た
る
甲
乙
両
不
動
産
が
、
共
同
抵
当
権
者

A
の

被
担
保
債
権
額
を
、
そ
の
各
不
動
産
の
競
売
売
却
価
額
に
応
じ
て
、
実
体
法
上
、

按
分
負
担

責
任
を
負
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
Ⅰ
項
ル
ー
ル
は
、
実
体
法
上
、
目
的
各
不
動
産
の
価
格
比
で
の
、
各
不
動
産
に
お
け
る
被

担
保
債
権
額
の

按
分
負
担

責
任
を
、
定
め
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

そ
の
第
一
の
理
由
は
、
仮
に
、
実
体
法
上
、
目
的
各
不
動
産
の
価
格
比
で
の
、
各
不
動
産
に
お
け
る
被
担
保
債
権
額
の

按
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分
負
担

責
任
を
、
定
め
た
も
の
だ
、
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

α

共
同
抵
当
権
の
法
構
造
／
本
質

を
基
軸
と
し
て
考
察
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
法
上
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
共
同
抵
当
権
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
本
質
上
、
必
然
的
に

債
権
の
分
割
強
制
（T

eilu
n
g
sz

w
a
n
g
d
er

F
ord

er
u
n
g

）
（
↓
各
不
動
産
上
へ
の
被

担
保
債
権
の

按
分
負
担

責
任
化
／

割
付

責
任
化
）
を
正
面
か
ら

拒
否

し
、
そ
の

拒
否

し
た
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
し
く
共

同
抵
当
権
の

本
質
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル

が
存
在
す
る
、
か
ら
で
あ
る
。

β

換
言
す
れ
ば
、

債
権
の
分
割
強
制

を
許
容
し
、
こ
れ
を
貫
徹
・
妥
当
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
は
、
も
は
や

共
同
抵
当
権

は
成
立
も
存
立
も
せ
ず
、
そ
こ
に
は
単
に

分
割
さ
れ
た
各
債
権

を
被
担
保
債
権
と
す
る
複
数
の

個
別
抵
当
権
（Ei

n
zelh

y‑

p
oth

e
k

）

が
成
立
／
存
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
複
数
の

個
別
抵
当
権

の
総
体
が

共
同

抵
当
権

を
組
成
／
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
無
論
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

γ

右
の
点
に
つ
い
て
、
付
言
す
れ
ば
、

①

共
同
抵
当
権
と
は
、

一
個
の
債
権

を
被
担
保
債
権
と
し
て
、

複
数
の
不
動
産

を
担
保
目
的
物
と
し
て
、
成
立
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

複
数
の

目
的
不
動
産
と

同
数
の

共
同
抵
当
権
が
、
成
立
し
て
い
る
、
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
と
え
ば
、
目
的
不
動
産
が

二
個

で
あ
れ
ば
、

二
個

の
共
同
抵
当
権
が
成
立
し
て
い
る
、
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

②

そ
の
理
由
は
、

一
物
一
権
主
義

の
原
則
が
妥
当
す
る
、
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

一
物
一
権
主
義

の
原
則
の
妥

当
の
下
で
は
、

複
数
の

目
的
不
動
産
上
に
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
て

一
個
の
抵
当
権

が
成
立
す
る
、
と
い
う
法
構
成
は
、
日

本
民
法
上
、
そ
も
そ
も
採
り
得
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。

③

端
的
に
、

共
同
抵
当
権

と
い
う
特
殊
抵
当
権
（

普
通
抵
当
権
）
が
、
そ
の
目
的
不
動
産
の
個
数
ご
と
に
、
成
立
す
る
が
、

そ
の
被
担
保
債
権
は
あ
く
ま
で
発
生
原
因
を
同
じ
く
す
る
単
独
一
個
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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そ
の
第
二
の
理
由
は
、
仮
に
、
実
体
法
上
、
目
的
各
不
動
産
の
価
格
比
で
の
、
各
不
動
産
に
お
け
る
被
担
保
債
権
額
の

按

分
負
担

責
任
を
、
定
め
た
も
の
だ
、
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

α

抵
当
権
の
不
可
分
性

の
原
則
に
背
反
す
る
、
か
ら
で
あ
る
。

β

換
言
す
れ
ば
、
共
同
抵
当
権
も
抵
当
権
の
一
種
で
あ
り
、

抵
当
権
の
不
可
分
性

の
原
則
に
基
づ
け
ば
、
そ
の
目
的
各
不

動
産
は
そ
れ
ぞ
れ
債
権
全
額
の
責
任
を
負
担
す
る
（
↓
目
的
各
不
動
産
の

全
額
責
任
化

）（
↓
本
則
と
し
て
の
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
）、

か
ら
で
あ
る
。

γ

こ
こ
で
は
、

抵
当
権
の
不
可
分
性

の
原
則
に
反
す
る
重
要
な
例
外
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
必
要
性
・
必
然

性
・
理
由
も
、
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。

そ
の
第
三
の
理
由
は
、
仮
に
、
実
体
法
上
、
目
的
各
不
動
産
の
価
格
比
で
の
、
各
不
動
産
に
お
け
る
被
担
保
債
権
額
の

按

分
負
担

責
任
を
、
定
め
た
も
の
だ
、
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

α

そ
の
対
応
上
、
登
記
手
続
法
は
、
分
割
さ
れ
た
債
権
額
（
↓
按
分
債
権
額
／
割
付
債
権
額
）
を
目
的
各
不
動
産
上
に
登
記
す
べ

き
旨
、
定
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
わ
が
国
の
不
動
産
登
記
法
上
、
そ
の
よ
う
な
定
め
は
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
い
、
か

ら
で
あ
る
。

⑸

小
括

Ⅰ
項
の

同
時
配
当

ル
ー
ル
の
理
論
的
位
置
付
け

Ⅰ
項
の

同
時
配
当

ル
ー
ル
は
、
理
論
上
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。

Ⅰ
項
ル
ー
ル
が
共
同
抵
当
権
者

A
へ
の

同
時
配
当

ル
ー
ル
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
Ⅰ
項
ル
ー
ル
か
ら
次
の
理
論
的
帰
結
を
導

出
で
き
る
。
結
論
を
四
点
に
小
括
す
れ
ば
、

同
時
競
売
申
立
権
能

を
論
理
的
前
提
と
す
る
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第
一
に
、
Ⅰ
項
の

同
時
配
当

ル
ー
ル
は
、
共
同
抵
当
権
者

A
の

同
時
競
売
申
立
権
能

を
論
理
的
前
提
と
す
る
。

手
続
法
上
の
ル
ー
ル

で
あ
る
（
↓
実
体
法
上
の

按
分
負
担
責
任
化

規
定
で
は
な
い
）

第
二
に
、
Ⅰ
項
の

同
時
配
当

ル
ー
ル
は
、

同
時
配
当

手
続
と
い
う
、
ご
く
極
限
さ
れ
た
手
続
法
上
の
側
面
に
お
い
て
の

み
、
妥
当
す
る
ル
ー
ル
で
あ
り
、
実
体
民
法
上
の
明
文
規
定
ル
ー
ル
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
端
的
に

手
続

法
上
の
ル
ー
ル

で
あ
り
、
実
体
法
上
の

按
分
負
担
責
任
化

規
定
で
は
な
い
。

特
則

ル
ー
ル
で
あ
る
（
↓
特
則
的
実
行
形
態
）

第
三
に
、

Ⅰ
項

ル
ー
ル
と
い
う
、
そ
の
条
文
中
の
冒
頭
と
し
て
の
位
置
付
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
共
同
抵
当
権
の
配

当
に
お
け
る

特
則

規
定
で
あ
り
、
そ
の

本
則

規
定
は
後
に
続
く

Ⅱ
項
前
段

ル
ー
ル
で
あ
る
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、

同
時
競
売
／
同
時
配
当
手
続

は
共
同
抵
当
権
の

特
則
的
実
行
形
態

で
あ
る
。

副
次
的
・
補
助
的

ル
ー
ル
で
あ
る

第
四
に
、

Ⅱ
項
前
段

ル
ー
ル
と

Ⅱ
項
後
段

ル
ー
ル
、
こ
の
両
ル
ー
ル
の
機
能
す
る
場
面
を
離
れ
て
は
、

Ⅰ
項

ル
ー
ル

は
、
独
自
の
存
在
意
義
を
も
た
な
い
、
い
わ
ば

副
次
的
・
補
助
的

ル
ー
ル
で
あ
る
（
拙
稿
研
究
（
1
）
八
五
頁
注
（
27
）
参
照
）。

│
│
（
＊
）

拙
稿
研
究
（
1
）
法
研
57
／
9
／
七
〇
│
七
三
参
照
。

2

Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
（
↓

異
時
配
当

ル
ー
ル
）

既
述
の
よ
う
に
、
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
は
、

異
時
配
当

手
続
に
お
い
て
、
共
同
抵
当
権
者

A
は
、
競
売
甲
不
動
産
か
ら
、
甲
不

動
産
の
本
来

按
分
負
担
額

と
は
無
関
係
に
、

被
担
保
債
権
全
額

の
優
先
弁
済
受
領
権
能
を
有
す
る
旨
、
定
め
た
も
の
で
あ

る
。
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⑴

異
時
配
当

手
続
と
は

異
時
配
当

手
続
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
。

共
同
抵
当
権
の
複
数
の
目
的
不
動
産
中
の

一
個
の
不
動
産

に
つ
き
、
そ
の
競
売
売
却
代
金
が
配
当
さ
れ
る
場
合
が
、
こ

れ
で
あ
る
。

⑵

実
務
上
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
行
わ
れ
る
の
か

異
時
配
当

手
続
と
は
、
実
務
上
、
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
。

共
同
抵
当
権
者

A
は
、
そ
の
複
数
の
目
的
不
動
産
中
の
い
ず
れ
の
不
動
産
に
つ
い
て
も
、
競
売
権
を
有
し
て
お
り
、
複
数
の

目
的
不
動
産
中
か
ら
任
意
に

一
個
の
不
動
産

を
選
択
し
（
↓
自
由
選
択
権
能
）、
こ
れ
に
つ
き
競
売
申
立
て
を
お
こ
な
い
（
↓
異

時
競
売
申
立
権
能
）、
そ
の
競
売
売
却
代
金
が
配
当
さ
れ
る
場
合
に
、
実
施
さ
れ
る
手
続
で
あ
る
。

⑶

小
括

Ⅱ
項
前
段
の

異
時
配
当

ル
ー
ル
の
理
論
的
位
置
付
け

Ⅱ
項
前
段
の

異
時
配
当

ル
ー
ル
は
、
理
論
上
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
が
共
同
抵
当
権
者

A
へ

の

異
時
配
当

ル
ー
ル
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
か
ら
次
の
理
論
的
帰
結
を
導
出
で
き
る
。
結
論
を
四
点
に
小
括

す
れ
ば
、

異
時
競
売
申
立
権
能

と

自
由
選
択
権
能

を
論
理
的
前
提
と
す
る

第
一
に
、
Ⅱ
項
前
段
の

異
時
配
当

ル
ー
ル
は
、
共
同
抵
当
権
者

A
の

異
時
競
売
申
立
権
能

と
、
そ
の
論
理
必
然
的
前
提

と
し
て
の

自
由
選
択
権
能

を
、
論
理
的
前
提
と
す
る
。

手
続
法
上
の
ル
ー
ル

で
あ
る
と
同
時
に
、

実
体
法
上
の
ル
ー
ル

で
も
あ
る
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第
二
に
、
Ⅱ
項
前
段
の

異
時
配
当

ル
ー
ル
は
、

異
時
配
当

手
続
と
い
う
、
一
般
的
・
通
例
的
な
手
続
法
上
の
側
面
に
お

い
て
妥
当
す
る

手
続
法
上
の
ル
ー
ル

で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
の

実
体
法
上
の
ル
ー
ル

で
も
あ
る
。
す
な
わ

ち
、

異
時
配
当

手
続
で
は
、
共
同
抵
当
権
者

A
は
競
売
甲
不
動
産
の
競
売
売
却
代
金
か
ら

債
権
全
額
優
先
弁
済
受
領
権
能

を
有
し
て
お
り
、
実
体
法
上
、
共
同
抵
当
権
の
目
的
甲
乙
各
不
動
産
は
そ
れ
ぞ
れ
被
担
保
債
権
額
の

全
額
負
担

責
任
を
負
っ
て

い
る
旨
、
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

本
則

ル
ー
ル
で
あ
る
（
↓
本
則
的
実
行
形
態
）

第
三
に
、

Ⅱ
項
前
段

ル
ー
ル
と
い
う
、
そ
の
条
文
中
の
第
二
次
的
な
位
置
付
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
共
同
抵
当
権
の

配
当
に
お
け
る

本
則

規
定
で
あ
り
、
三
九
二
条
に
お
け
る
も
っ
と
も
根
幹
た
る
、
独
立
し
た
ル
ー
ル
で
あ
る
（
↓
そ
の

特
則

規
定
は
、
既
述
の
よ
う
に
、

Ⅰ
項

ル
ー
ル
で
あ
る
）。
換
言
す
れ
ば
、

異
時
競
売
／
異
時
配
当
手
続

は
共
同
抵
当
権
の

本
則
的

実
行
形
態

で
あ
る
。

共
同
抵
当
権
者

A
の
権
能
規
定
で
あ
る
（
↓
単
独
で
意
味
あ
る
枢
要
ル
ー
ル
）

第
四
に
、

Ⅱ
項
前
段

ル
ー
ル
は
、
共
同
抵
当
権
者

A
の
権
能
規
定
で
あ
り
、
単
独
独
立
し
た
、
共
同
抵
当
権
に
お
け
る
も
っ

と
も
枢
要
な
ル
ー
ル
で
あ
る
。

│
│
（
＊
＊
）

拙
稿
研
究
（
1
）
法
研
57
／
9
／
七
三
│
七
四
参
照
。

3

Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル
（
↓

異
時
配
当

後
の
次
順
位
抵
当
権
者
の
代
位
権
行
使
権
能
ル
ー
ル
）

既
述
の
よ
う
に
、
Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル
は
、
そ
の
Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル
（
共
同
抵
当
権
者

Aが
競
売
甲
不
動
産
か
ら
、
甲
不
動
産
の
本
来

按
分
負
担
額

と
は
無
関
係
に
、
被
担
保
債
権
全
額
の
優
先
弁
済
受
領
し
た
場
合
）
を
受
け
て
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
競
売
甲
不
動
産

上
の
次
順
位
抵
当
権
者

B
は
、

非
競
売

乙
不
動
産
上
の

A
の
抵
当
権
に
つ
い
て
、

非
競
売

乙
不
動
産
の
本
来

按
分
負
担
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額

限
度
で
、
代
位
行
使
権
能
を
有
す
る
旨
、
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

⑴

抵
当
権
の
代
位
行
使

と
は

こ
こ
で
抵
当
権
の
代
位
行
使
と
は
、
先
順
位
共
同
抵
当
権
者

A
の
先
順
位
抵
当
権
が
後
順
位
抵
当
権
者

B
に
法
律
上
当
然
に

移
転
（
↓
法
定
移
転
）
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

よ
り
具
体
的
に
は
、
甲
不
動
産
の
競
売
に
よ
り
、
そ
の
競
売
売
却
代
金
か
ら
先
順
位
共
同
抵
当
権
者

A
は
債
権
全
額
の
弁
済

を
受
け
た
の
だ
か
ら
、

A
の
共
同
抵
当
権
は
、
①
競
売
甲
不
動
産
上
に
お
い
て
（
↓
抵
当
権
実
行
に
よ
る
消
滅
）
の
み
な
ら
ず
、
②
非

競
売
乙
不
動
産
上
に
お
い
て
（
↓
付
従
性
に
よ
る
消
滅
）
も
ま
た
、
消
滅
す
る
。
本
来
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な

抵
当
権
消
滅

と

い
う
結
果
と
な
る
。

し
か
し
、
本
来
、
消
滅
す
べ
き
は
ず
の
非
競
売
乙
不
動
産
上
の
抵
当
権
、
こ
れ
を
法
律
上

存
続
擬
制

し
、
競
売
甲
不
動

産
上
の
後
順
位
抵
当
権
者

B
に
法
律
上

権
利
移
転

さ
せ
、

B
の
権
利
行
使
（
↓

Aの
抵
当
権

の

Bに
よ
る
代
位
行
使
）
を
可

能
と
す
る
、
こ
れ
が
本
ル
ー
ル
の

抵
当
権
の
代
位
行
使

の
構
造
で
あ
る
。

な
お
、

A
の
抵
当
権

の

B
へ
の
移
転
で
は
、

抵
当
権

の
み
の
法
定
移
転
で
あ
り
、
そ
の

被
担
保
債
権

は
移
転
し

な
い
。
こ
の
点
で
、
民
法
五
〇
〇
条
・
五
〇
一
条
に
基
づ
く
物
上
保
証
人
の
代
位
権
の
場
合
（
↓

抵
当
権

の
み
な
ら
ず
、

被
担
保

債
権

も
ま
た
、
移
転
す
る
）
と
、
相
違
し
て
い
る
。

⑵

抵
当
権
の
代
位
行
使

に
は

按
分
負
担
額

限
度
が
あ
る

A
の
抵
当
権

の

B
に
よ
る
代
位
行
使
は
、
そ
の
価
額
上
、
無
限
定
的
に
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

価
額
限
界

（
↓

按
分
負
担
額

限
度
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
端
的
に
、

A
の
抵
当
権

の

B
に
よ
る
代
位
行
使
は
、

非
競
売

乙
不
動
産
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の
本
来

按
分
負
担
額

限
度
で
、
認
め
ら
れ
る
。

よ
り
具
体
的
に
は
、
既
述
の
基
準
例
で
は
、

A
の
抵
当
権

の

B
に
よ
る
代
位
行
使
に
よ
り
、

B
は
、
非
競
売
乙
不
動
産

の
一
億
二
〇
〇
〇
万
円
の
按
分
負
担
額
を
限
度
と
し
て
、
乙
不
動
産
の
競
売
売
却
代
金
二
億
円
か
ら
そ
の
自
己
の
債
権
額
（
↓
一
億

円
）
を
確
保
で
き
る
。

⑶

そ
の

ル
ー
ル
趣
旨

は
何
か
（
↓
共
同
抵
当
権
者

Aと
次
順
位
抵
当
権
者

B、
こ
の
両
者
間
調
整
で
あ
る
）

共
同
抵
当
権
者

A
の
、
共
同
抵
当
権
者
と
し
て
の
、
正
当
な
権
能
の
行
使
（
↓
自
由
選
択
権
に
基
づ
く
甲
不
動
産
に
つ
い
て
の

異
時
競
売
申
立
権
の
行
使
、
↓
異
時
競
売
甲
不
動
産
の
競
売
売
却
代
金
か
ら
の
債
権
全
額
の
優
先
弁
済
受
領
）
に
よ
り
、
異
時
競
売
甲
不
動

産
上
の
次
順
位
抵
当
権
者

B
に
は
、
あ
る
種
の

歪
み
（
ひ
ず
み
）
（
↓
不
利
益
）
が
生
じ
る
結
果
と
な
り
、
こ
の

歪
み

を

A

B
間
で
事
後
的
・
制
度
的
に
調
整
／
是
正
す
る
、
こ
れ
が
Ⅱ
項
後
段
の

ル
ー
ル
趣
旨

で
あ
る
。

こ
こ
で
、

B
に
生
じ
る
あ
る
種
の

歪
み

（
↓
不
利
益
）
と
は
、
具
体
的
に
何
か
。
そ
こ
で
、
Ⅰ
項
ル
ー
ル
が
意
味
を
も

っ
て
く
る
。

α

既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
ル
ー
ル
を
共
同
抵
当
権
の
目
的
た
る

甲
乙
両
不
動
産

の
視
点
か
ら
表
現
す
れ
ば
、

同
時
配
当

手
続
に
お
い
て
、
共
同
抵
当
権
の
目
的
た
る
甲
乙
両
不
動
産
は
、
共
同
抵
当
権
者

A
の
被
担
保
債
権
額
を
、
そ
の
各
不
動
産
の
競
売

売
却
価
額
に
応
じ
て
、

按
分
負
担

し
て
、
配
当
原
資
と
し
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

β

し
た
が
っ
て
、

同
時
配
当

手
続
で
あ
れ
ば
、
甲
不
動
産
上
の
次
順
位
抵
当
権
者

B
に
は
、
甲
不
動
産
の

按
分
負
担
額

部
分
（
↓

Aへ
の
配
当
）
を
前
提
と
し
て
、
そ
の

残
余
価
値

部
分
（
↓

Bへ
の
配
当
）
が
留
保
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ

り
、

B
に
は
こ
の

残
余
価
値

部
分
の
追
及
が
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

γ

換
言
す
れ
ば
、
甲
不
動
産
が
存
在
し
、
そ
の
全
体
価
値
の
う
ち
、
ま
ず

A
が
甲
不
動
産
の

按
分
負
担
額

部
分
を
把
握
し
、
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次
い
で

B
が
そ
の

残
余
価
値

部
分
を
把
握
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
甲
不
動
産
の
異
時
競
売
に
よ
り
、
そ
の
競
売
売
却
代
金
（
↓
甲

不
動
産
の
全
体
価
値
）
か
ら

A
が
債
権
全
額
の
配
当
を
受
け
、
も
は
や

B
に
は
そ
の

残
余
価
値

部
分
の
把
握
が
失
わ
れ
る
（
↓

歪
み

（
↓
不
利
益
））
結
果
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
利
益
回
復
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑷

ド
イ
ツ
民
法
の
立
場

ド
イ
ツ
民
法
に
は
、
そ
も
そ
も
わ
が
国
の
民
法
三
九
二
条
Ⅱ
項
後
段
（
↓
後
順
位
抵
当
権
者

Bの
代
位
行
使
権
能
）
の
よ
う
な
規
定

（
↓

B保
護
規
定
）
は
、
存
置
さ
れ
て
い
な
い
。
先
順
位
共
同
抵
当
権
者

A
の
自
由
選
択
権
能
に
基
づ
く
異
時
競
売
申
立
／
異
時
配
当

手
続
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
生
じ
得
る
後
順
位
抵
当
権
者

B
の

不
利
益

は
、
当
初
よ
り
後
順
位
抵
当
権
者

B
に
お
い
て
、
そ

の
忍
受
を
覚
悟
す
べ
し
（
後
順
位
抵
当
権
者

Bの

そ
も
そ
も
の
劣
後
的
地
位

が
、
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
）
と
い
う
基
本
的
立

場
が
貫
か
れ
て
い
る
。

⑸

小
括

Ⅱ
項
後
段
の

異
時
配
当

後
の
次
順
位
抵
当
権
者
の
代
位
権
行
使
権
能
ル
ー
ル
の
理
論
的
位
置
付
け

Ⅱ
項
後
段
の

異
時
配
当

後
の
次
順
位
抵
当
権
者

B
の
代
位
権
行
使
権
能
ル
ー
ル
は
、
理
論
上
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の

か
。
Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル
が
、
共
同
抵
当
権
者

A
へ
の

異
時
配
当

実
施
後
の
、
次
順
位
抵
当
権
者

B
に
お
い
て
生
じ
た
不
利
益
救

済
の
た
め
の
、

B
の
代
位
行
使
権
能
ル
ー
ル
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル
か
ら
次
の
理
論
的
帰
結
を
導
出
で
き
る
。
結

論
を
四
点
に
小
括
す
れ
ば
、

A
の
抵
当
権

の

B
へ
の
法
定
移
転

第
一
に
、
Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル
は
、
本
来
、
消
滅
す
べ
き
筈
の
非
競
売
乙
不
動
産
上
の
抵
当
権
、
こ
れ
を
法
律
上

存
続
擬
制

し
、

競
売
甲
不
動
産
上
の
後
順
位
抵
当
権
者

B
に
法
律
上

権
利
移
転

さ
せ
、

B
の
権
利
行
使
（
↓

Aの
抵
当
権

の

Bに
よ
る
代
位
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行
使
）
を
可
能
と
す
る
、
も
の
で
あ
る
。

実
体
法
上
の
ル
ー
ル

で
あ
る
と
同
時
に
、

手
続
法
上
の
ル
ー
ル

で
も
あ
る

第
二
に
、
Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル
は
、

実
体
法
上
の
ル
ー
ル

で
あ
る
と
同
時
に
、

手
続
法
上
の
ル
ー
ル

で
も
あ
る
。

異
時
配

当

後
に
次
順
位
抵
当
権
者

B
に

A
の
抵
当
権

を
法
定
移
転
さ
せ
る
と
い
う
限
り
で
、

実
体
法
上
の
ル
ー
ル

で
あ
り
、
そ

の
抵
当
権
を

代
位
行
使

で
き
る
と
い
う
限
り
で
、

手
続
法
上
の
ル
ー
ル

で
あ
る
。

ル
ー
ル
趣
旨

は
何
か
（
↓

A
B間

利
益
調
整
）

第
三
に
、
Ⅱ
項
後
段
の
ル
ー
ル
趣
旨
は
、
共
同
抵
当
権
者

A
の
正
当
な
権
能
行
使
に
よ
り
甲
不
動
産
異
時
競
売
／
異
時
配
当
手
続

が
実
施
さ
れ
た
場
合
、

A
が
そ
の
競
売
売
却
代
金
か
ら
債
権
全
額
優
先
弁
済
受
領
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
、
次
順
位
抵
当
権
者

B
に

お
い
て
不
利
益
が
生
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
不
利
益
救
済
の
た
め
に

B
に
付
与
さ
れ
た
手
段
、
こ
れ
が

B
の
代
位
行
使
権
能
で
あ

る
。
端
的
に
、

B
の
不
利
益
救
済
が
Ⅱ
項
後
段
の
ル
ー
ル
趣
旨
で
あ
る
。

な
お
、
学
説
一
般
は
、
後
順
位
抵
当
権
者
相
互
間
の
衡
平
（

B
C間
衡
平
）
を
強
調
す
る
が
、
こ
れ
は
、

不
動
産
所
有
者
の
残
余

価
値
利
用

と
同
様
に
、
あ
く
ま
で
も
サ
ブ
の
副
次
的
趣
旨
に
す
ぎ
な
い
。

Ⅱ
項
前
段
の
ル
ー
ル
と
の
関
係
（
↓
そ
の

事
後
的
調
整
ル
ー
ル

）

第
四
に
、
Ⅱ
項
後
段
の
ル
ー
ル
は
、
Ⅱ
項
前
段
の
ル
ー
ル
の
適
用
／
貫
徹
よ
り
生
じ
た
結
果
の
、
次
順
位
抵
当
権
者

B
の
利
益
回

復
に
お
い
て
、
そ
の

事
後
的
調
整
ル
ー
ル

で
あ
る
。

│
│
（
＊
＊
＊
）

拙
稿
研
究
（
1
）
法
研
57
／
9
／
七
四
│
七
九
参
照
。

・

B
C間
の
衡
平
、
所
有
者
に
よ
る
目
的
不
動
産
の
担
保
価
値
の
合
理
的
利
用

・
制
限
的
解
釈
の
必
要
性
（
比
較
法
的
考
察
）

・
保
護
の
限
界
（
目
的
不
動
産
の
全
部
の
債
務
者
所
有
性
）
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三

結
論
総
括

三
九
二
条
に
は
、
①

Ⅰ
項
ル
ー
ル

、
②

Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル

、
③

Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル

、
の
三
つ
の
ル
ー
ル
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の

三
つ
の
ル
ー
ル

の
相
互
関
係
は
次
の
よ
う
に
総
括
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、

②

Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル

が
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
貫
徹
／
適
用
（
↓

Aの
甲
不
動
産
異
時
競
売
／
異
時
配
当
）
に
よ
り
、
①

Ⅰ
項

ル
ー
ル

の
按
分
負
担
額
（
↓
甲
乙
各
不
動
産
の
価
格
比
按
分
負
担
）
を
基
準
と
し
て
、

B
に
は
不
利
益
（
↓
甲
不
動
産
の

残
余
価

値

部
分
の
把
握
、
そ
れ
が
失
わ
れ
る
）
が
生
じ
る
結
果
と
な
る
の
で
、
そ
の
利
益
回
復
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
③

Ⅱ
項
後
段
ル

ー
ル

は

A
の
抵
当
権

の

B
に
よ
る
代
位
行
使
権
能
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

従
前
学
説
と
の
対
比
に
お
い
て
、
私
見
の
立
場
を
整
理
す
れ
ば
、

α

基
本
ル
ー
ル
は
②

Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル

で
あ
り
、
こ
れ
が
共
同
抵
当
権
者

A
の
権
能
規
定
（
↓
共
同
抵
当
権
の

権
利
規

定

）
で
あ
る
。

β

③

Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル

は
、
②

Ⅱ
項
前
段
ル
ー
ル

適
用
後
の
、
次
順
位
抵
当
権
者

B
の
利
益
回
復
規
定
（
↓
代
位
権

付
与
）
で
あ
る
。

γ

①

Ⅰ
項
ル
ー
ル

は
、
③

Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル

適
用
に
際
し
て
の
、

価
額
限
界

規
定
（
↓
代
位
権
行
使
の
価
額
限

界
）
で
あ
る
。

│
│
（
＊
）

拙
稿
研
究
（
1
）
法
研
57
／
9
／
七
九
│
八
〇
参
照
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│
│
（
＊
＊
）

拙
稿
研
究
（
1
）（
2
）（
3
完
）

一
九
八
四
年
（
↓
拙
稿
以
前
と
以
後
）、
そ
の
一

そ
れ
以
前
の
学
説
一
般
に
あ
っ
て
は
、
①

Ⅰ
項
ル
ー
ル

を
基
本
原
則
と
意
識
し
、

あ
る
程
度
ま
で
割
付
け
主
義
を
導
く
こ

と
に
よ
っ
て
│
│
共
同
抵
当
権
者
の
利
益
を
多
少
犠
牲
に
し
な
が
ら
も
│
│
簡
明
な
軌
道
を
作
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

（
我

妻
・
担
物
法
四
二
八
│
四
二
九
）
と
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
鈴
木
・
抵
当
制
度
研
究
二
三
〇
・
二
三
一
・
二
三
六
に
も
見
ら

れ
る
（
↓

Ⅰ
項
ル
ー
ル

を
基
本
的
解
釈
基
準
と
す
る
）
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
発
想
（
↓
同
時
配
当
並
び
に
そ
こ
で
の
按
分
負
担
が

原
則

と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
し
、
と
い
う
発
想
）
は
、
既
に
梅
・
要
義
五
七
四
に
も
見
ら
れ
た
（
拙
稿
研
究
（
1
）
法
研
57
／
9
／

八
四
│
八
六
参
照
）。

そ
れ
以
前
の
学
説
一
般
に
あ
っ
て
は
、

債
権
の
分
割
強
制

を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
に
共
同
抵
当
権
の
本
質
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が

存
在
す
る
、
と
い
う
ド
イ
ツ
法
的
理
解
が
、
ま
っ
た
く
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
↓
そ
れ
故
に
、
割
付
主
義
を
導
入
、

Ⅰ
項
ル
ー
ル

の
基
本
的
解
釈
基
準
化
、
が
主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
ド
イ
ツ
強
制
抵
当
権
の
拙
著
／
拙
稿
研

究
（
↓
強
制
抵
当
権
の
場
合
に
も
、
共
同
抵
当
権
的
負
担
化
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
、
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
な
立
法
編
纂
過
程
で
、
再

三
再
四
、
論
議
さ
れ
て
き
た
）
に
示
し
て
あ
る
。

拙
稿
研
究
（
1
）（
2
）（
3
完
）

一
九
八
四
年

以
後

に
あ
っ
て
は
、
わ
が
国
の
学
説
上
、
当
然
の
如
く
、
②

Ⅱ
項
前
段

ル
ー
ル

の
基
本
原
則
化
が
示
さ
れ
、
①

Ⅰ
項
ル
ー
ル

の
比
重
は
矮
小
化
・
形
骸
化
さ
れ
て
い
る
。

│
│

（
＊
＊
＊
）

拙
稿
研
究
（
1
）（
2
）（
3
完
）

一
九
八
四
年
（
↓
以
前
と
以
後
）、
そ
の
二

ド
イ
ツ
法
上
、

後
順
位
抵
当
権
者
の
代
位
権
制
度

（
↓
③

Ⅱ
項
後
段
ル
ー
ル

）
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
と
ら
え

て
、

後
順
位
抵
当
権
者
の
保
護
の
た
め
に
は
特
別
の
法
規
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
故
に
、
ド
イ
ツ
民
法
よ
り
も
、
わ
が
民
法
の
方
が
遥

か
に
合
理
的
で
あ
る
と
い
え
る

（
石
田
文
次
郎
・
総
括
抵
当
論
二
一
│
二
二
）（

S7
年
）、
と
い
う
学
説
の
指
摘
も
見
ら
れ
た
。

こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
が

後
順
位
抵
当
権
者
の
利
益
を
ほ
と
ん
ど
顧
慮
し
て
い
な
い

（
石
田
文
次
郎
既
出
）
こ
と
を
批
判
し

な
が
ら
、

共
同
抵
当
権
者
の
利
益
を
多
少
犠
牲
に
し
な
が
ら
も

（
我
妻
既
出
）、

後
順
位
抵
当
権
者
の
保
護

を
よ
り
一
層
貫
徹
す
べ

し
、
と
い
う
立
場
の
表
明
で
あ
る
。
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し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
共
同
抵
当
権
の
本
質
的
構
造
か
ら
、
異
時
競
売
／
異
時
配
当
手
続
を
実
行
の
本
則
的
形
態
と
し
、
し

か
も
そ
の
結
果
と
し
て
の
後
順
位
抵
当
権
者
の
法
的
地
位
の
劣
位
化
を
前
提
認
識
と
し
な
が
ら
も
、
代
位
権
に
よ
る
そ
の
保
護
を
よ
り
限

定
化
す
べ
し
、
と
論
じ
た
（
拙
稿
研
究
（
1
）
法
研
57
／
9
／
八
六
参
照
）。

こ
の
よ
う
な
私
見
の
基
本
認
識
は
、
そ
の
後
の
最
高
裁
判
決
（
↓
拙
稿
・
判
例
研
究
（
最
判

S60
／
5
／
23
）・
判
時
1
1
5

8
／
一
九
二
頁
・
一
九
八
九
年
参
照
）
に
も
、
踏
襲
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
拙
稿
研
究
に
お
け
る
類
型
的
考
察
で
の

想
定
事
例

に
つ
い

て
の
、
は
じ
め
て
の
最
高
裁
判
決
事
例
（
↓

拙
稿
研
究
（
2
）（
3
完
）

一
九
八
四
年
）
と
な
っ
た
。

│
│

（
＊
＊
＊
＊
）

拙
稿
研
究
（
1
）（
2
）（
3
完
）

一
九
八
四
年
（
↓
以
前
と
以
後
）、
そ
の
三

そ
れ
以
前
の
学
説
一
般
に
あ
っ
て
は
、
共
同
抵
当
権
の
解
説
具
体
例
と
し
て
は
、
通
例
、

三
個

の
目
的
不
動
産
を
想
定
し
そ

れ
が
一
般
化
さ
れ
て
き
て
い
た
（
我
妻
・
担
物
法
の
い
う

基
準
例

）。

し
か
し
、
共
同
抵
当
権
の
ル
ー
ル
（
三
九
二
条
）
を
説
明
・
解
明
す
る
に
際
し
て
、
な
ぜ

三
個

の
目
的
不
動
産
を
想
定
す
る

の
か
、
そ
れ
で
は
か
え
っ
て
事
態
・
問
題
を
複
雑
化
し
て
し
ま
い
、
難
解
化
・
解
決
困
難
化
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問

か
ら
、
当
時
の
学
説
一
般
の
説
明
事
例
（
基
準
例
）
と
は
異
な
る
が
、

拙
稿
研
究
（
2
）（
3
完
）

の
類
型
的
考
察
に
あ
っ
て
、
あ
え

て

二
個

の
目
的
不
動
産
を
想
定
し
、
共
同
抵
当
権
事
例
の

基
準
例

と
し
た
。

現
在
で
は
、

二
個

の
目
的
不
動
産
を
基
準
例
と
す
る
説
明
は
、
珍
し
く
は
な
く
、
そ
の
後
の
最
高
裁
判
決
の
判
旨
説
明
（
判

決
文
）
を
含
め
て
、
む
し
ろ
普
通
・
一
般
化
・
普
遍
化
し
て
い
る
（
但
し
、
石
田
穣
・
担
物
法
（
民
法
体
系
）・
二
〇
一
〇
年
参
照
）。

共同抵当権の 三つのルール 、その相互関係の解明

219


